
平成３０年１０月１２日

各務原市立尾崎小学校
ＰＴＡ会長 小森 高幸
子ども会会長 川木 賀仁

本部役員選出規約改正のご報告
秋冷の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃はＰＴＡ活動及び子ども会活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
見出しの事につきまして、ＰＴＡ常任委員会及び子ども会育成指導者会双方において、出席者の過半数以上の承

認を得ましたので、下記の通り改正しました事をご報告いたします。
なお、本紙では改正の部分のみご報告させて頂きますので、現行の本部役員選出規約につきましては、ＰＴＡ手帖

または尾崎小学校ホームページでご確認くださいますよう、お願いいたします。
裏面に改正後の本部役員選出規約（ＰＴＡ手帖２３ページ目）がございますので、併せてご確認下さい。

記

尾崎小学校保護者 様

長子配布

本部役員選出規約 第４章 本部役員選出 第５条１． 改正

１．改正理由 ・世帯数が少ないブロックでは、本部役員を男性・女性と限定する事で選出が困難になって
いる為
・ＰＴＡは世帯加入であり、男親・女親と区別して選出する必要が無い為

２．改正 ブロック１—男性１名、女性１名
ブロック２—男性２名、女性２名
ブロック３—男性または女性のどちらか１名
ブロック４—男性または女性のどちらか１名
ブロック５—男性１名、女性１名

ブロック１—２名
ブロック２—４名
ブロック３—１名
ブロック４—１名
ブロック５—２名

上記の改正は、平成３０年１０月１１日より施行する

本部役員選出規約 第４章 本部役員選出 第６条１． 改正

１．改正理由 ・第４章 本部役員選出 第５条１． 改正に伴う改正

２．改正 本部役員候補（男性５名、女性５名）１０名により話し合いを行い、次のように役職を決定する。
＊条文（男性５名、女性５名）を削除し、１０名へ変更

本部役員選出規約 第４章 本部役員選出 第６条２． 削除

１．改正理由 ・第４章 本部役員選出 第５条１． 改正に伴う改正

本部役員選出規約 第４章 本部役員選出 第６条３． 改正

１．改正理由 ・第４章 本部役員選出 第５条１． 改正に伴う改正

２．改正 立候補で選出された本部役員候補は優先してＰＴＡもしくは子ども会育成協議会を選択する
ことができる。
但し、希望人数もしくは男女比の偏りによってはこの限りではない。
＊条文（もしくは男女比の偏り）を削除
＊第６条３．⇒第６条２．へ変更

本部役員選出規約 第４章 本部役員選出 第６条３． 新規追加

１．改正理由 ・組織の公平性や透明性を維持する為

２．改正 組織の公平性及び透明性を維持するため、ＰＴＡ及び子ども会育成協議会の本部役員の任
期は連続２年迄とする。
＊条文を新規追加

２．削除 両本部役員の男女比の内訳は（男性３名、女性２名）（男性２名、女性３名）を原則とするが、
本部役員候補が男性５名、女性５名でない場合には、この限りではない。男女比の差が最小
となる編成を行う。
＊全文削除


